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 平成 19 年 12 月に設立したホクネットは、平

成22年2月に道内唯一の適格消費者団体に認定

され、現在３回目の更新手続き中です。さらに、

消費者被害の回復を求めることができる特定適

格消費者団体の認定に向け、財政基盤の強化を

進めており、昨年 12 月より特別寄付金の呼びか

けを行っています。 

 特別寄付金は、１月末現在で 180 万 8836 円に

達し、76 人・５団体から浄財をお寄せいただき

ました。一般寄付を含めた昨年４月からの寄付

金合計額は右欄表示の通り前年同期を 47 万円

余り上回る 254 万 7734 円となっています。 

 特別寄付にいただいた応援メッセージには

「些少ですが、一助としていただければ幸いで

す。消費者被害は泣き寝入りせざるを得ない案

件が多く、この制度が広く認知され、実効的に

機能するようになればいいなと切実に思いま

す。苦労も多いことと思いますが、宜しくお願

い致します」といった温かい励ましもありまし

た。 

 ホクネットは、会費と寄付金で運営していま

す。特定適格消費者団体の認定に向けては、財

政運営の安定が最大の課題です。多くの方の思

いに支えられつつ、一歩ずつ目標に向けて前進

していく決意です。特別寄付への賛同をお願い

します。 

      （大嶋明子ホクネット事務局長） 

 

特定適確消費者団体 財政基盤整備に浄財
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２，５４７,７３４円 

前年同期比 
471,220 円増 

 

て、その真ん中に、しかし、偉そうなことを言っているように見えるのは気恥ずかしいので、小

さく、「法は人のために、人は人のために」という言葉を、そしてそれだけを書きました。 

76 人・５団体 180 万円（１月末）の賛同 

 ４ １ 

 明けましておめでとうございます。 

 昨年、設立 10 周年を迎えたホクネットの理事長に就任

し、半年が経ちました。まだまだ駆け出しですが、この

間のご支援に心から感謝申しあげます。 

 私は、これまで、大学で民法の教育研究に携わってき

ましたが、行き着いたのは、法律のあるべき解釈あるい

は立法論の基礎は、「法は人のためにある」ということで

す。同様のことは、既に誰かがどこかで書かれ、お話も

されているでしょうから、あるいは、それはいわば当然

のこととも言えそうですから、特に目新しいことではあ

りませんが、歳とともに、法律の教育研究の勘所はここ

にあると思うようになりました。 

 そして、できるなら、他の人のためにも役立ちたいと

いうのが人の本性であるといえるでしょう。そこで、法

に携わる者が、法は人のためにあることを意識し、多く

の人が他の人の力になろうと考えるなら、私たちの社会

はよりよいものになるはずであり、そうなってほしいと

いう願いを込めて、2015 年の拙著の最初の頁を丸々使っ
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松久三四彦理事長 年頭あいさつ 

 この半年は、ホクネットを支えてくださる事務局、検討委員、理事等の献身的な貢献、そして会

員の皆様方の支援を、より間近に見て、強く実感する時間でした。まさに、「法は人のために、人

は人のために」という高邁（こうまい）な精神を見る思いでした。 

 今年は、「特定適格消費者団体」の認定申請という大きな羽ばたきの年です。そのための財政基

盤を整えるため、昨年末に募った特別寄附には多くの方から浄財を頂戴しました。ここに改めて感

謝申しあげるとともに、今後とも変わらぬ支援を賜りますよう、心からお願いを申しあげます。 

                       （北海学園大学教授・北海道大学名誉教授） 

 

特定適格消費者団体申請へ 
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名 称 業 種 争   点 対  応 
テイクアン

ドギヴ・ニ

ーズ㈱ 

結婚式場運営会

社 
結婚式場利用規約において、契

約成立後に解約した場合、挙式

予定の 365 日以前のキャンセル

料が一律 10万円と定める条項が

消費者契約法第 9 条 1 号違反 

事業者が申入れに応じなかったため

札幌地裁に差止請求訴訟を提起。段階

的にキャンセル料を引き下げ、最終的

に 365 日以前のキャンセル料を 10万

円から 5 万円に引き下げたことで提

訴は取り下げで終了 
キタコー㈱ 不動産賃貸事業

者 
建物賃貸契約の不当条項 札幌地裁に差止請求訴訟を提起。継続

中 
ミサワホー

ム北海道㈱ 
不動産賃貸事業

者 
建物賃貸契約の不当条項 申入れに沿った対応がなされ、協議終

了 
一般社団法

人北海道住

生活保全協

会 

住宅リフォーム

事業者 
住宅請負契約の締結に際し、建

物の補修等の代金にあてる保険

の申請手続きを代行する際に、

本件事業者以外に改修工事を発

注した場合に高額なキャンセル

料を定めた条項 

申入れに回答はなかったが、当該事業

者への相談案件がなく協議終了 

道北振興㈱ 建築工事請負事

業者 
工事請負契約書で消費者、事業

者の一方が契約を解約したとき

の高額な違約金 

申入れにそった内容に修正し協議終

了 

価値開発㈱ 不動産賃貸事業

者 
建物賃貸契約の不当条項 申入れに沿った契約書に修正したこ

とで協議終了 
有限会社藤

宅建 
不動産賃貸事業

者 
建物賃貸契約の不当条項 申入れ協議により社団法人全国宅地

建物取引業協会連合会推奨契約書に

変更し協議終了 
札 幌 宅 商

（㈱） 
不動産賃貸事業

者 
レンタルスペース一時使用契約

書 
当該事業者は営業を終了していたこ

とから申入れ協議終了 

 依然、消費者トラブルが多い携帯電話をめぐ

り、ホクネットは昨年 12 月、公正取引委員会（公

取委）北海道事務所、道庁と意見交換をしまし

た。公取委は昨年、携帯電話市場を調査し「利

用者を不当に囲い込む行為には独占禁止法を厳

正に執行する」と表明しました。消費者庁も昨

年 11 月に店頭広告について景品表示法上の考

え方を示しています。しかし、利用者の３割近

くが「店員の説明を理解できなかった」という

憂慮すべき状況が続いています。 

 

 公取委の調査は「携帯電話市場における競争

政策上の課題について」行われ、平成 28 年度に

続いて２回目です。 

 携帯電話市場では、NTT ドコモ、KDDI、ソフ

トバンク、楽天モバイルと言った移動体通信事

業者（ＭＮＯ）と、その通信網を利用して携帯

電話事業を行う仮想移動体通信事業者（ＭＶＮ

Ｏ）の公正な競争が十分に行われておらず、今

回の調査でもＭＮＯ各社に①通信と端末のセッ

ト販売②期間拘束・自動更新付契約（２年縛り）

③端末下取りなどの「４年縛り」④SIM ロック

設定—など十分な改善が進んでいないことが分

かり、公取委は懸念を示します。 

 消費者庁も昨年 11 月に「店頭広告表示につい

ての景品表示法上の考え方」を公表し、先の意

見交換でも取り上げました。 

 消費者庁は調査も行い、店頭広告では「詳し

くは店員に」などと具体的な適用条件を明記し

ていない例がありました。 

 消費者意識調査（対象千人）では、店員の説

明を理解できなかった人は 27.8％、そのうち理

解できないまま契約した人が 38.7％、その人た

ちは「契約内容や条件が複雑で、全てを理解す

るのは無理だと思った」のが 62.5％もいまし

た。「理解できないまま契約した人」に、その適

用条件をいつまで続けたかを聞くと、「現在も契

約」が 51.4％もいることが明らかになりまし

た。 

 消費者庁は広告表示について、景表法に違反

しないよう注意喚起するとともに、適用条件や

費用負担の具体的な金額を明記し丁寧な説明

を行うなど、一般消費者に適切な情報提供を行

うことが重要だとしています。 

 ホクネットも平成 20 年に携帯電話調査を行

っています。当時も「契約内容がわからない」

は３割いて、店側の説明が「理解できないとこ

ろがあった」「わからないところが多かった」

を合わせると 61％でした。10 年前と、今回の

消費者庁調査にあまり変化がないことは深刻

な事態です。ホクネットは引き続き携帯電話サ
ービスについて啓発し注視していきます。 

消費者支援ネット北海道（ホクネット）は、平成 22 年 2 月 25 日に適格消費者団

体の認定を受け、本年で３回目の認定更新を迎えました。昨年 12 月 14 日に全ての

書類を消費者庁に提出し、細部にわたる照会にも対応してきました。順調にいけば、

２月 22 日には認定更新の見込みです。 

 今回の審査期間は平成 27 年 12 月～平成 30 年 11 月末の３年間。その間に差止請

求訴訟２件、申入れ 18 件、問い合わせ・改善要望６件の計 26 件（団体１件を含む）

があり、年平均 8.6 件です。この機会に３年間の活動を３回に分け振り返ります。

 携帯電話会社の請求書を確認すると、端

末代金は約５万８千円であり、月額約 2400

円を割り引きし、実質毎月 27 円を 24 回払

うことで計 648 円になるというのです。し

かし２年契約の「縛り」があり、途中解約

すると、元々の端末代金の残債が一括請求

されるのです。 

 相談者には、料金明細が示す意味を説明

し、結んだ契約には不満ながら、事実関係

は了解してもらいました。料金の仕組みは

複雑であり、いくら店頭で説明したと言わ

れてもなかなか理解できないものです。５

万８千円の端末が 648 円と誤認される表示

や店員の説明は分かりづらく、早急に改善

したいものです。 

 ※「相談余話」は、掲載記事に関連す 
 る相談員の体験を随時掲載します。 

公取委 不当な囲い込みに独禁法 

端末６万円が 648 円⁈ 

 「端末代金 648 円という広告を見て、２

年契約でスマートフォンを購入した。途中

解約を申し出ると、電話端末の残金として

約２万円を求められ、納得いかない」と相

談がありました。 

消費者庁 金額明記し丁寧な説明を 

申入れ 18 件を含む計 26 件 

差止請求訴訟は２件 

 １回目は、以下の８件です。業種は不動産賃貸５件、結婚式場運営、住宅リフォ

ーム、建築工事請負各１件でした。 

 差止請求訴訟を行った結婚式場の１件は、申込契約後に自己都合で解約する場

合、挙式の 120 日前までのキャンセル料が一律 10 万円と規定され、１年以上前で

も同額でした。ホクネットは、キャンセル料を定める規約が消費者契約法第９条第

１号により無効である旨を申入れ、差止請求訴訟（解約金条項使用差止請求事件）

を札幌地裁に提起しました。その後、365 日以降のキャンセル料を改善し、365 日

以前も５万円に減額した規約の改定を確認し、訴えを取り下げました。 

 もう１件の差止請求訴訟は不動産賃貸で行い、なお継続中です。 

式場解約料 １年以前も全額？ 
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携帯電話契約３割が「理解できず」 
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